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対象経費の詳細（委託型） 
 

本書では、委託事業に計上可能な経費について説明しています。 
提案にあたり、必ずご確認ください。 
 
●経費の計上は、委託契約締結日以降に発生したもので、原則として業務期間中に

実施（発注→納品（履行）→支払まで）したものが対象となります。契約締結前に発

注したものは対象となりませんのでご注意ください。 

●委託業務の実施過程での取引の際に消費税を課税することとなっている経費（以

下「課税対象経費」という。）は、消費税額を含めた金額（税込金額）で計上してくだ

さい。 

●外貨を円換算した場合等で、小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨て

て計算してください。 

●受託者の子会社や関連企業へ支出する経費については、利益控除等により透明

性を確保するか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥

当性を明らかにしてください。 

●支出先に、振興会または文部科学省の関係機関から取引停止または指名停止の

処分を受けている期間中の者を含めないでください。 

 

【計上が認められていない主な経費】 

○事務所維持費 ○事務職員給与（（日報等により助成対象活動に従事した期間が確認できる場

合は従事期間分のみ計上可））、賞与、退職手当 ○印紙代 ○楽器・楽譜購入費 ○グッズ製作費 

○美術作品の制作に係る報酬 ○事務機器・事務用品等の購入・借用費 ○電話代 （助成対象活

動のみに使用する専用回線を引いている場合を除く）○ホームページ運用費（助成対象活動以外

に係るもの） ○自ら設置しまたは管理する会場施設の会場費・稽古場借料 ○定期的な練習に係

る稽古場借料 ○交際費・接待費 ○予備費 ○光熱水料 ○打ち上げに係る経費 ○飲食に係る

経費（会議に伴う飲料のみ可）※ ○賞金・副賞・トロフィー等 ○記念品 

（注） これらの経費は、外部に委託した場合でも計上できません。 

※《飲食に係る経費について》 
飲食に係る経費は原則として計上が認められませんが、展示会・イベント等の実施に付随す
る公式のレセプション・パーティー等、本事業の実施に必要不可欠と判断される場合は、内
容等を精査の上で計上が認められる場合があります。接待や会食費との判別が難しい場合
には計上は認められませんので、計上を希望する場合は必ず事前にご相談ください。 
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【対象経費】 

 

①賃金 
■受託者で直接雇用されている人材に対する支出が対象となります。 

■時間単価での計上が必須となります。日給・月給などの単価での計上は認められません。 

■時間単価は、原則として受託者の賃金支給規則により算出してください。 

ただしこれにより難い場合等は、次のア～ウのいずれかの条件を満たす受託者の内部規程

等（人件費単価規程など）に基づく算出が認められることがあります。 

ア 当該単価規程等が公表されていること 

イ 他の官公庁で当該単価での受託実績があること 

ウ 官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること 

＜時間単価の算出例＞ 

例１（賃金支給規則／受託人件費単価規程に時間単価が設定されている場合） 

： 受託者の賃金支給規則等に基づく時間単価を使用 

例２（賃金支給規則／受託人件費単価規程に時間単価が設定されていない場合） 

： 「年間総支給額＋年間法定福利費」÷「年間理論総労働時間」により算出した時間単価を使用 ※ 

例３（補助員（アルバイト等）） 

： 契約書等による時間単価を使用 

※ 「年間総支給額」には、基本給与の他、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及

び賞与を含めることができますが、時間外手当、法定外の福利厚生費（食事手当等）は含めることができません。 

※ 「年間法定福利費」は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を含む。）、労働保険料、児童

手当拠出金、労働基準法の休業補償等の事業主負担分とします。 

※ 「年間理論総労働時間」は、年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から１日あたり

の所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び時間を乗じて得た時間です。 

■既に国費でフルタイム勤務相当の人件費を措置されている職員等については、委託業務に

係る業務が当該職員の本務外（給与支給の対象となる業務とは別）であっても計上できませ

ん。 

■謝金として支出する場合は、諸謝金に計上してください。やむを得ず派遣労働者を受け入れ

る場合は、雑役務費に計上してください。 

■経費精算の際、証憑書類として日報・出勤簿等の提出が必要となります。 

 

②諸謝金 
■協力者等に対する報酬、会議出席、原稿執筆、単純労務等を行った場合に支出する謝礼で

す。原則として、次頁に記載の単価表に基づき計上してください（なお、単価表の金額は上

限額であり、それ以下の金額で計上しても問題ありません）。 

■国内外の優れた芸術家や指導者への謝金等、単価表により難い場合の謝金単価について

は受託者の内部規定によるなど算出根拠となる書類を提出してください（必要に応じて理由

書を添付するなど、妥当性について付記してください）。 

■受託者で直接雇用されている者への支払いは計上できません（給与支給外の業務は計上

可能）。 

■直接雇用以外の外部の個人に依頼した場合の経費は諸謝金に計上し、個人以外（個人事

業主を含む）に業務として発注している経費は雑役務費に計上してください。 

■振興会の定める単価表の単価は消費税込みです。なお、海外指導員への支払い等で課税

対象外となる場合でも、上限額を変更する必要はありません（謝金に含まれる消費税額を控

除する必要はありません）。 
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 区分 単位 基準単

価 

備考 

1 会議出席謝金(１)(２時間以上) 日 23,800 審議会同等の会議に適用(会長クラス) 

2 会議出席謝金(１) 時間 11,900 〃 

3 会議出席謝金(２)(２時間以上) 日 20,500 審議会同等の会議に適用(委員クラス) 

4 会議出席謝金(２) 時間 10,200 〃 

5 会議出席謝金(３)(２時間以上) 日 14,600 協力者会議や懇談会等、政策への影響度が高い会合への出席 

6 会議出席謝金(３) 時間 7,300 〃 

7 講演謝金 時間 11,800 講演会、講習会等において専門的なテーマで講演するもの 

8 講義謝金(母国語) 時間 8,400 テキスト等を使用し、ある程度の知識がある者(実務担当者等)を対象

に講義するもの 

9 講義謝金(外国語) 時間 16,800 受講者に合わせて日本語あるいは外国語に置き換えたテキストを使用

するもの 

10 実技・指導等謝金(母国語) 時間 6,300 技芸、スポーツ、知識等の教授・指導をするもの 

11 実技・指導等謝金(外国語) 時間 12,600 受講者に合わせて日本語あるいは外国語に置き換えて教授・指導する

もの 

12 助言謝金(母国語) 時間 6,300 政策の立案の参考になるだけのものや、コメントを述べる程度のもの 

13 助言謝金(外国語) 時間 12,600 助言を受ける者に合わせて日本語あるいは外国語に置き換えて助言

するもの 

14 作業補助等労務謝金 時間 1,570  

15 司会・報告者謝金 時間 4,200 記念式典、研究集会等において司会もしくは事例発表等報告するもの 

16 審査謝金(１)(２時間以上) 日 14,600 討論形式による選考会・書類審査(審査会) 

17 審査謝金(１) 時間 7,300 〃 

18 審査謝金(２) 時間 4,870 討論形式によらない書類審査 

19 執筆謝金(母国語)思想・文献等 枚 2,600 思想・文献・随想・提言等影響度が高いもの(日本語等：４００字、英語

等：２００ワード) 

20 執筆謝金(母国語) 枚 2,100 一般(日本語等：４００字、英語等：２００ワード) 

21 執筆謝金(外国語)思想・文献等 枚 6,500 思想・文献(日本語等：４００語、英語等２００ワード) 

22 執筆謝金(外国語) 枚 5,250 一般(日本語等：４００語、英語等２００ワード) 

23 グラビア作成謝金 頁 5,200 撮影において専門的技術及び知識・経験を求められるもの 

24 校閲謝金(母国語) 枚 1,050 一般(４００字) 

25 校閲謝金(外国語) 枚 2,630 一般(３００語) 

26 対談・座談会出席謝金(２時間以

上) 

日 17,100 表紙等に掲載されたり、一般の会議等より積極的な発言を求められる

もの 

27 対談・座談会出席謝金 時間 8,550 〃 

28 揮毫謝金 枚 280 氏名、日付程度の筆耕を依頼するもの 

29 表紙・原画等揮毫謝金 枚 15,890 印刷物の表紙、原画(ポスターを含む)を依頼するもの 

30 同時通訳謝金(英語) 日 95,370 午前または午後の拘束時間が４時間以内の場合は、半日料金 

正午をはさむ場合は１日料金 
31 同時通訳謝金(英語以外の外国

語) 

日 96,310 

32 逐次通訳謝金(英語) 時間 13,630 話者が２～３センテンス話し終えるごとに通訳するもの 

 
33 逐次通訳謝金(英語以外の外国

語) 

時間 13,760 

34 翻訳謝金(和文英訳) 枚 6,460 和文→英文(２００ワード) 

35 翻訳謝金(英文和訳) 枚 4,400 英文→和文(４００字) 

36 翻訳謝金(その他和訳) 枚 4,990 英文以外→和文(４００字) 

37 翻訳謝金(外国語間) 枚 8,190 外国文→外国文(２００ワード) 

※上記単価は税込みです。 
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③旅費 
■調査、成果公表、会議出席及び委員会出席等、委託業務の実施に必要な旅費のみを計上

してください。 

■宿泊費と宿泊手当に関しては、原則として、別表①～③（８頁～）で定める額または受託者

の旅費規程に定める額のいずれか低い額を計上上限（消費税等込）とします。 

ただし、国内外の優れた芸術家や指導者を招へいする場合や、治安上や目的地へのアクセ

スに問題がある場合など、上記により難い事情がある場合は、振興会と事前に協議の上、

上限を超えて計上が認められる場合があります。 

■委託業務に係る用務終了後、委託業務とは無関係の用務のため移動する場合、委託業務

に係る用務終了後に発生する旅費は対象となりません。また、出張行程途中に自社事業等

の他業務が含まれる場合にも、委託業務に係る部分のみ（按分等）を算出の上で計上してく

ださい。 

■旅行会社を利用して手配する場合、見積書についても必ず取得、保管してください。また、

相見積（見積合わせ）を取得した場合は、相見積についても保管をお願いします。価格の適

正を確認するために提出をお願いする場合があります。 

■職員、アルバイト等の通勤に係る交通費は旅費としては計上できません（２頁「賃金」参照）。 

 

 

【旅費として計上可能な経費及び上限額】 

ア．内国旅費 

（ⅰ）交通費 最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とします。 

ただし、以下の経費は計上できない経費とします。 

○列車運賃の特別料金（グリーン料金等。但し新幹線等の特急料金および指定席料

金は可） 

○タクシー・ハイヤーの利用、レンタカー代・ガソリン代 

（ⅱ）航空賃 エコノミー料金（上位クラスは不可） 

（ⅲ）宿泊費（１泊） 交通費や航空賃を支払う場合であって、宿泊することが必要な場合（前

泊しないと用務に間に合わない場合、用務後帰宅することができない場

合など）にのみ計上可能です。なお、宿泊費は、用務地における宿泊費

の水準等を勘案した上で、別表①（８頁）の宿泊費基準額を上限とした実

費とします。 

※食事代は計上不可です。宿泊費と不可分な場合、朝食・昼食・夕食の別なく 1 人１食

あたり８００円を宿泊手当より控除して算定ください。 

（ⅳ）宿泊手当 宿泊を含む業務一夜につき２,４００円（例：１泊２日の場合２，４００円） 

 

イ．外国旅費 

（ⅰ）国内交通費 出発地最寄りの公共交通機関の駅から、日本を出発する国際空港まで

の最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とします。特別料金は

計上不可とします（グリーン料金や空港特急料金等）。 

（ⅱ）国際航空運賃 エコノミー料金（上位クラスは不可） 

（ⅲ）宿泊費（１泊） 用務地における宿泊費の水準等を勘案した上で、別表②（９頁）の額を

上限とした実費とします。 

※食事代は計上不可です。宿泊費と不可分な場合、朝食・昼食・夕食の別なく 1 人１

食あたり宿泊手当の３分の１を宿泊手当より控除して算定ください。 

（ⅳ）宿泊手当（宿泊を含む業務一夜につき） 別表③（１４頁）の額 

（ⅴ）ビザ等取得費 実費を計上してください（委託事業の実施期間のみ有効なビザに限り

ます。ESTA 等の入国時に必要となる諸経費も計上可能ですが、パスポ

ート取得費は計上不可です。） 
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（ⅵ）海外の市内交通費 実費を計上してください。公共交通機関利用を基本とします。タク

シー、レンタカーおよび車両手配は原則として不可とします。 

 

ウ．外国人招へい旅費（海外より講師、評論家等を招へいする際等に使用。） 

（ⅰ）国内交通費 日本に到着した国際空港から、日本における滞在地最寄りの公共交通

機関の駅までの最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費としま

す。特別料金は計上不可とします（グリーン料金や空港特急料金等）。 

（ⅱ）国際航空運賃 エコノミー料金（上位クラスは不可） 

（ⅲ）宿泊費（１泊） 別表①（８頁）の額を上限とした実費とします。 

※食事代は計上不可です。宿泊費と不可分な場合、朝食・昼食・夕食の別なく 1 人１

食あたり８００円を宿泊手当より控除して算定ください。 

（ⅳ）宿泊手当（宿泊を含む業務一夜につき） ２,４００円 

（ⅴ）ビザ等取得費 実費を計上してください（委託事業の実施期間のみ有効なビザに限り

ます。） 

 

④借損料 
■会場借料、画像や映像等の著作物の使用料、機材やソフトウェアのリース料、サブスクリプ

ション料等はこちらに計上してください。 

■見積りを徴収するなどの方法により、用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算してく

ださい。 

■受託者が所有する車両、会場等に係る経費は、団体の規定等により借料の支払が義務付

けられている場合、経済性等の精査を経て計上することができます。ただし、実施に必要な

費用のみ計上でき、利益等を含むことはできません。 

■リース形式でありながら、事実上購入している場合の経費は計上できません。 

 

 

⑤消耗品費 
■耐用年数が 1 年未満の物品や図書、もしくは、耐用年数が 1 年以上の物品や図書のうち、

１品または１組の購入価格が原則として 10 万円未満（消費税含む）のものを指します（舞台

美術製作や美術作品製作に係る材料、研修やワークショップ等で使用する資料等の購入費

用等）。 

■委託契約期間以降に別の目的で使用できるものは計上できません。 

■参考図書の購入は調査等の実施に真に必要な場合に限ることとし、辞典類、出張先に係る

ガイドブック等基礎的な書籍購入は認められません。また、シリーズ本のまとめ買い等は認

められない場合がありますのでご留意ください。 

≪計上が認められない例≫ 

・納品が委託契約期間終了間際で委託業務に使用したと判断できないもの 

・委託契約期間以後に別の目的で使用できる電化製品、事務機器、事務用品等の購入費 

・菓子折、金券等の儀礼その他のために購入するもの 

 
⑥会議費（会議時の飲料代） 

■外部有識者の出席する会議開催等が不可欠な場合において、飲料代として１人１５０円を上

限として計上可能です。会食費は計上不可とします。 

■受託者の内部職員のみの会議には原則計上できません。 
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⑦通信運搬費 
■広報資料の送付（チラシ、招待状、募集要項等）、会議開催等に必要な開催通知の発送、報

告書・パンフレット・図録等の宅配等の経費が計上可能です。 

■海外渡航時のレンタル Wi-Fi 費等も計上可能です。 

■機材の運搬や DM 発送等、業務として他事業者に外注する場合は「雑役務費」に計上してく

ださい。 

 

⑧雑役務費 
■委託業務の実施に際して必要となる、定型的な外注業務（印刷物等の完成物（納品物）があ

ることや比較的役務内容が簡易であることから、明確に仕様書にすることができる請負業務

等）を計上します。業務の実施そのものを第三者に委任する場合は「再委託費」に計上してく

ださい。 

■法人または個人が業として行っている労務を指します。また、本業だけではなく、副業も対象

となります。 

■外部に業務発注を行う場合の経費に含まれる各経費についても、本募集要領に記載する費

目の基準に従ってください。 

■見積りを徴収するなどの方法により、用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算してく

ださい（相見積書等の提出を求めることがあります）。 

 
⑨保険料 

■委託業務の実施により発生する可能性のある損害等に対する保険が対象となります。 

■催事保険等、委託業務の実施にあたり加入が義務として課される保険は計上可能です。 

■旅行保険等、個人が任意で加入すべき保険は計上できません。 

■見積りを徴収するなどの方法により、用途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算してく

ださい（相見積書等の提出を求めることがあります）。 

 

⑩消費税等相当額  
■当委託業務は、「役務の提供」（消費税法第２条第１項第１２号）に該当するため、原則として

委託経費全体が課税対象となります。したがって、課税対象経費以外の経費（人件費、外国

旅費（うち支度料や国内分の旅費を除く）及び保険料等）については、これにかかる消費税

および地方消費税相当額（10%）を当種別にて計上してください。 

  （課税対象経費以外の経費に“○”を付すことで自動計算されます） 

■軽減税率（8%）適用の課税対象経費（会議費における飲料代等）については、これにかかる

差額消費税相当額（2%）を当種別にて計上してください。 

  （軽減税率適用の経費に“○”を付すことで自動計算されます） 

■また、インボイス制度の施行により、免税事業者等から課税仕入する場合にその分の仕入

税額控除を受けることができなくなり、これに伴うインボイス影響額が受託者の負担となるこ

とから、当該インボイス影響額分（消費税法に定められた経過措置も考慮して計算）も当種

別にて計上してください。 

 
⑪再委託費 

■業務の実施そのもの（またはその一部）を第三者に委任する場合に計上してください。 

■再委託費については、その内訳も上記経費区分に準じて区分し計上してください。なお経費

精算の際は、再委託先からの支払いに係る証憑書類の提出も必要となる場合があります。 

■再委託先が子会社や関連企業・団体等の場合、利益控除等透明性を必ず確保してくださ

い。 
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■再委託費の内訳に一般管理費を計上する場合は、⑫と同様の考え方で計上してください。 

 

⑫一般管理費 
■委託業務を実施するために必要な経費であるものの、当該委託業務分として経費の算定が

難しい光熱水料や管理部門の人件費（管理的経費）等にかかる経費については、便宜的に

委託業務の直接経費（人件費、事業費）に一定の率（一般管理費率）を乗じて算定した額を

一般管理費として計上することを認めています。 

■一般管理費率については、①受託者が受託規定に定める一般管理費率、②受託者の直近

の決算により算定した一般管理費率（以下の計算式で算出された率）、③10％のいずれか

低い率が計上に際しての上限額となります。 

■委託契約時は、上記の率を上限に一般管理費率（小数点第２位以下切り捨て）を決定し一

般管理費を計上します。精算時は、委託契約時に決定した一般管理費率で一般管理費を算

出し計上します。 

■再委託費の内訳に一般管理費を計上する場合は、⑫と同様の考え方で計上してください。 

 

ア．企業における計算式 

一般管理費率＝（『販売費及び一般管理費』－『 販売費 』）÷『売上原価』×100 

委託契約締結時点での直近の損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を

抽出し計算を行う。ただし、『販売費（販売促進のために使用した経費（例：広告宣伝費、交

際費等））』については、『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に分け、その

『販売費』を採用する。 

 

イ．公益法人における計算式 

一般管理費率＝『管理費』÷『事業費』×100 

委託契約締結時点での直近の正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業

費』を抽出して計算を行う。ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与

等、未払消費税額がある場合は除外する。 

 

ウ．その他 

その他の受託者においては、上記計算式を参考に適宜、決算書等から該当する費目を

抽出し、計算を行う。 
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別表① 内国旅行の宿泊基準額  
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別表② 外国旅行の宿泊基準額 
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別表② 外国旅行の宿泊基準額  



11 
 

別表② 外国旅行の宿泊基準額 
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別表② 外国旅行の宿泊基準額 
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別表② 外国旅行の宿泊基準額 
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別表③ 外国旅行の宿泊手当 
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